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シ
ー
料
金
給
付
利
用
券
の
交
付

を
受
け
て
い
る
人

申
請
場
所

　

環
境
安
全
課
（
役
場
２
階
④
番

窓
口
）

申
請
に
必
要
な
も
の

　

●
玉
村
町
タ
ク
シ
ー
利
用
補
助

券
交
付
申
請
書
（
申
請
場
所

ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

取
得
）

　

●
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
を

証
明
で
き
る
も
の
（
健
康
保

険
証
な
ど
の
公
的
身
分
証

明
）

　

●
印
鑑
（
認
め
印
）

　

●
「
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の

取
消
通
知
書
」
ま
た
は
「
運

転
経
歴
証
明
書
」
の
写
し

【（
3
）の
人
の
み 

】

 

そ
の
他

　
　

郵
送
ま
た
は
来
庁
に
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
昨
年
度
申
請

し
た
人
も
、
再
度
申
請
が
必
要

で
す
。
代
理
人
に
よ
る
申
請
も

可
能
で
す
が
、
委
任
状
が
必
要

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　

申
請
期
限
は
、
平
成
31
年
２

月
28
日（
木
）ま
で
で
す
。
（
郵

送
の
場
合
は
必
着
）

　
　

ど
の
補
助
券
も
全
て
年
度
末

ま
で
有
効
で
す
。
町
外
で
も
ご

利
用
で
き
ま
す
が
、
上
記
の
３

事
業
者
の
み
が
利
用
券
の
対
象

で
す
。

　
　

ご
本
人
が
乗
車
し
な
い
場
合

は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

（
乗
車
時
に
公
的
身
分
証
明
書

を
提
示
）

　
　

乗
車
時
に
「
運
転
経
歴
証
明

書
」
を
提
示
す
る
と
、
運
賃
が

１
割
引
さ
れ
ま
す
。

　

４
月
１
日
〜
平
成
31
年
３
月
31

日
ま
で
使
え
る
タ
ク
シ
ー
利
用
補

助
券
５
０
０
円（
上
限
）×
48
枚
を
、

対
象
者
の
申
請
に
よ
り
交
付
し
ま

す
。
（
１
人
あ
た
り
１
回
の
乗
車

に
つ
き
２
枚
ま
で
使
え
ま
す
）

　

利
用
で
き
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者

は
、
左
記
の
３
社
の
み
で
す
。

交
友
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ク
シ
ー
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丸
直
タ
ク
シ
ー
㈱

　
【
☎
0
2
7
4（
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2
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対
象
者

　
　

申
請
日
時
点
で
、（
1
）と

（
2
）ま
た
は（
1
）と（
3
）に
該

当
す
る
人

　
（
1
）玉
村
町
に
住
民
票
を
有
し
、

町
税
に
滞
納
が
無
く
、
福

祉
タ
ク
シ
ー
対
象
者（
※
）

で
な
い
人

　
（
2
）満
75
歳
以
上
の
人

　
（
3
）満
65
歳
以
上
か
つ
、
有
効

期
間
内
の
全
て
の
運
転
免

許
を
自
主
返
納
し
た
人

　
（
※
）玉
村
町
福
祉
タ
ク
シ
ー
料

金
給
付
事
業
に
よ
る
福
祉
タ
ク

玉
村
町
在
住
の
高
齢
者
に
タ
ク
シ
ー
利
用
補
助
券
を
交
付
し
ま
す

玉
村
町
在
住
の
高
齢
者
に
タ
ク
シ
ー
利
用
補
助
券
を
交
付
し
ま
す

玉
村
町
在
住
の
高
齢
者
に
タ
ク
シ
ー
利
用
補
助
券
を
交
付
し
ま
す

　
自
家
用
車
を
利
用
し
に
く
い
高
齢
者
や
、
運
転
免
許
証
を

自
主
返
納
し
た
人
を
対
象
に
、
タ
ク
シ
ー
の
利
用
料
金
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。
今
回
の
実
証
実
験
で
の
結
果
や
問
題
点

を
検
証
し
、
本
格
導
入
へ
の
判
断
材
料
と
し
ま
す
。

年度末まで使用できる「タクシー利用補助券」×48枚

見本
平
成
30
年
度
実
証
実
験

環
境
安
全
課　

☎
（
64
）
７
７
０
８




